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会　員
募集中めざします　企業の繁栄と社会への貢献

徳政令を実行したことを示す文書（蜂前神社〈浜松

市北区細江町中川〉所蔵）に書かれた、直虎の花押

（現在でいうサイン）。当時、花押は身分の高い男性

が用いるもので、女性が使用することはほとんどなか

ったため、大変貴重な文書として保管されている。

直虎の花
か

押
おう
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平成28年度

　藤枝税務署並びに藤枝地区税務推進協議会主催の、平成28年度納税表彰式が、平成28年11月7日（月）藤枝

小杉苑において挙行されました。表彰は、藤枝税務署長表彰・藤枝地区税務推進協議会長表彰の順で行われ、

それぞれ表彰状が贈呈されました。

納税表彰式
……受賞おめでとうございます……

法　　　人　　　名 法　人　会　役　職 氏 名

株 式 会 社 藪 崎 新 聞 店 理事/公益事業推進委員会副委員長 石 川 　 準

藤枝税務署長表彰

法　　　人　　　名 法　人　会　役　職 氏 名

株 式 会 社 清 和 不 動 産 理 事 / 女 性 部 会 長 清 水 み さ 代
株 式 会 社  丸 　 川 理 事 / 総 務 厚 生 委 員 長 坪 井 大 助
有 限 会 社 め ぐ み 自 動 車 販 売 理 事 / 青 年 部 会 長 奥 山 光 浩

藤枝地区税務推進協議会長表彰

当会関係者では次の方々が受賞されました。

藤枝税務署長表彰受賞の皆様 藤枝地区税務推進協議会長表彰受賞の皆様
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法　　　人　　　名 会　社　役　職　名 氏　　　　名

㈱ 共 立 ア イ コ ム 代 表 取 締 役 会 長 小 林 　 正 敏
㈱ コ ヤ マ 取 締 役 会 長 小 山 　 明 良
㈱ 清 和 不 動 産 代 表 取 締 役 清 水　 み さ 代
大 一 運 送 ㈱ 代 表 取 締 役 山 本 　 雅 義
丸 　 石 ㈱ 代 表 取 締 役 社 長 大 石 　 秀 和
㈲ め ぐ み 自 動 車 販 売 代 表 取 締 役 奥 山 　 光 浩
㈱ 柳 屋 本 店 代 表 取 締 役 社 長 村 松 　 康 範
㈱ 山 田 組 代 表 取 締 役 山 田 　 寿 久

平成28年度

　（公社）藤枝法人会主催の、（一社）静岡県法人会連合会長表彰状伝達式を、平成 28 年 11 月 2 日㈬
松風閣にて、藤枝税務署の深尾署長様をはじめ関係団体のご来賓をお迎えして開催いたしました。また、
当日は、日本経済新聞社静岡支局長　柴山重久氏に「世界の動きと静岡経済への影響」というテーマで
ご講演頂きました。

（一社）静岡県法人会
連合会長表彰状伝達式挙行

…………受賞おめでとうございます…………

功労法人表彰 ８社（会社名五十音順　敬称略）

多年に亘り法人会の事業に協力、また会の発展に寄与され、納税道義の高揚及び税務行政への協力について、
多大な功績が認められた「法人」に対する表彰です。

牧田会長のあいさつ 式辞代読（松永副会長）ご来賓の皆様方
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法　　人　　名 会　社　役　職　名 氏　　　　名

㈱ い ち ま る 専 務 取 締 役 大 井 　 達 也
㈱ カ ネ ト モ 取 締 役 総 務 部 長 小 長 谷 　 茂
㈱ 共 　 水 代 表 取 締 役 社 長 片 岡 　 征 哉
賛 栄 設 備 工 業 ㈱ 代 表 取 締 役 小 出 　 勝 三
丸 天 淡 水 魚 ㈱ 取 締 役 会 長 天 野 　 武 夫

法人会の発展に寄与され、また、勤務する法人の経理業務または税務関連業務において他の模範となる功績が
あったと認められた「会員法人の役職員」の方々に対する表彰です。

会員たる法人の役職員表彰 ５名（氏名五十音順　敬称略）

  祝　辞

皆様、おめでとうございます。

※故人

※

〈受賞者代表謝辞〉
小山  明良 氏

深尾税務署長様 安井税理士会支部長様渡辺財務事務所長様
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向を踏まえた細心の財政運営が
求められる。
２.社会保障制度に対する基本的考え方
　持続可能な社会保障制度の構築
は喫緊の課題であり、「給付」を「重
点化・効率化」によって、可能な
限り抑制するとともに、適正な「負
担」を確保する必要がある。
⑴年金については、「マクロ経済
スライドの厳格対応」「支給開
始年齢の引き上げ」「高所得高
齢者の基礎年金国庫負担相当分
の年金給付削減」等、抜本的な
施策を実施する。
⑵医療については、成長分野と位
置付け、大胆な規制改革を行う
必要がある。給付の急増を抑制
するために診療報酬体系を見直
すとともに、ジェネリックの普
及率 80％以上を早期に達成する。
⑶介護保険については、制度の持
続性を高めるために、真に介護
が必要な者とそうでない者にメ
リハリをつけ、給付のあり方を
見直す。
⑷生活保護については、給付水準
のあり方などを見直すとともに、
不正受給の防止などさらなる厳
格な運用が不可欠である。
⑸少子化対策では、現金給付より
保育所や学童保育等を整備する
などの現物給付に重点を置くべ
きである。
⑹企業の過度な保険料負担を抑え、
経済成長を阻害しないような社
会保障制度の確立が求められる。

３.行政改革の徹底
　「行革の徹底」には、地方を含め
た政府・議会が「まず隗より始めよ」
の精神に基づいて、自ら身を削るこ
とが何より必要である。
⑴国・地方における議員定数の大
胆な削減､ 歳費の抑制。
⑵厳しい財政状況を踏まえ、国・
地方公務員の人員削減と、能力
を重視した賃金体系による人件
費の抑制。
⑶特別会計と独立行政法人の無駄
の削減。
⑷積極的な民間活力導入を行い成
長につなげる。
４.消費税引き上げに伴う対応措置
　軽減税率は事業者の事務負担が
大きいうえ、税制の簡素化、税務
執行コストおよび税収確保などの
観点から問題が多く、税率 10％程
度までは単一税率が望ましいこと
を明確にしておきたい。
　税率引き上げに向け、消費税制
度の信頼性と有効性を確保する観
点からも、以下の対応措置が重要
である。
⑴現在施行されている「消費税転
嫁対策特別措置法」の効果等を
検証し、中小企業が適正に価格
転嫁できるよう、さらに実効性
の高い対策をとるべきである。

⑵消費税の滞納防止は、税率の引
き上げに伴ってより重要な課題
となる。消費税の制度、執行面
においてさらなる対策を講じる
必要がある。

◆Ⅰ◆ 税・財政改革のあり方
１.財政健全化に向けて
　国民の将来不安を増幅させない
ためには、財政規律を引き締め直
し、改めて歳出、歳入両面からの
強力な改革が求められる。
⑴消費税率 10％への引き上げは、
財政健全化と社会保障の安定財
源確保のために不可欠である。
国民の将来不安を解消するため
に、「社会保障と税の一体改革」
の原点に立ち返って、2019 年
10月の税率引き上げが確実に実
施できるよう、経済環境の整備
を進めていくことが重要である。
⑵ 2018 年度の財政健全化中間目
標の設定に伴い、歳出面では 18
年度までの３年間で政策経費の
増加額を 1.6 兆円程度に抑制す
る目安を示した。今回の骨太の
方針では、消費税率引き上げ延
期で中間目標数字への言及がな
かったが、この政策経費の抑制
は確実に行うべきである。
⑶財政健全化は国家的課題であり、
歳出・歳入の一体的改革によっ
て進めることが重要である。歳
入では、安易に税の自然増収を
前提とすることなく、また歳出
については、聖域を設けずに分
野別の具体的な削減の方策と工
程表を明示し、着実に改革を実
行するよう求める。
⑷国債の信認が揺らいだ場合、金
利の急上昇など金融資本市場に
多大な影響を与え、成長を阻害
することが考えられ、市場の動

経済の再生と財政健全化を目指し、
歳出・歳入の一体的改革を！

法人会は来年度の税制改正に望む提言をまとめました。

法人会の税制改正提言は、全国の中小企業の真摯なる声として、政府・国会に届き、

毎年、多くの改正の実現をみてきています。今回の税制提言を要約掲載いたします。

平 成 2 9 年 度 税 制 改 正 提 言
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金１億円以下）を見直すことが
検討されているが、資本金以外
の「他の指標（例えば、所得金
額や売上高）」を使用した場合、
毎年度金額が変動する、業種や
企業規模によってそれぞれ指標
を定める必要がある等、経営面
で混乱が生じることが予想され
る。このため、中小企業の活力
増大と成長の促進に資する観点
からも慎重に検討すべきである。
３.事業承継税制の拡充
　我が国企業の大半を占める中小
企業は、地域経済の活性化や雇用
の確保などに大きく貢献しており、
経済社会を支える基盤ともいえる
存在である。その中小企業が相続
税の負担等により事業が継承でき
なくなれば、我が国経済社会の根
幹が揺らぐことになる。
⑴事業用資産を一般資産と切り離
した本格的な事業承継税制の創
設事業に資する相続については、
事業従事を条件として他の一般
財産と切り離し、非上場株式を
含めて事業用資産への課税を軽
減あるいは控除する、欧州並み
の本格的な事業承継税制の創設
が求められる。
⑵相続税、贈与税の納税猶予制度
について要件緩和と充実
①株式総数上限（３分の２）の
撤廃と相続税の納税猶予割合
（80％）を 100％に引き上げる。
②死亡時まで株式を所有しない
と猶予税額が免除されない制
度を、５年経過時点で免除す
る制度に改める。
③対象会社規模を拡大する。
⑶親族外への事業承継に対する措
置の充実。
⑷取引相場のない株式の評価の見直
し円滑な事業承継に資する観点
から、比較対象となる上場株式の

株価のあり方や比準要素のあり
方を見直すことが必要である。

◆Ⅲ◆ 地方のあり方
⑴地方創生では、さらなる税制上
の施策による本社機能移転の促
進、地元の特性に根差した技術
の活用、地元大学との連携など
による技術集積づくりや人材育
成等、実効性のある改革を大胆
に行う必要がある。
⑵広域行政による効率化の観点か
ら道州制の導入について検討す
べきである。基礎自治体（人口
30万人程度）の拡充を図るため、
さらなる市町村合併を推進し、
合併メリットを追求する必要が
ある。
⑶地方においても、それぞれ行財
政改革を行うために、民間の
チェック機能を活かした「事業
仕分け」のような手法を広く導
入すべきである。
⑷地方公務員給与は、国家公務員
給与と比べたラスパイレス指数
（全国平均ベース）が是正され
つつあるものの、依然としてそ
の水準は高く、適正水準に是正
する必要がある。そのため、国
家公務員に準拠するだけでなく、
地域の民間企業の実態に準拠し
た給与体系に見直すことが重要
である。
⑸地方議会は、大胆にスリム化す
るとともに、より納税者の視点
に立って行政に対するチェック
機能を果たすべきである。また、
高すぎる議員報酬の一層の削減
と政務活動費の適正化を求める。
行政委員会委員の報酬について
も日当制を広く導入するなど見
直すべきである。

◆Ⅱ◆ 経済活性化と中小企業対策
１.法人実効税率について
　ＯＥＣＤ加盟国の法人実効税率
平均は約25％、アジア主要10カ国
の平均は約22％となっており、こ
れらと比較すると依然として税率
格差が残っている。当面は、今般
の法人実効税率引き下げの効果等
を確認しつつ、将来はさらなる引
き下げも視野に入れる必要がある。
２.中小企業の活性化に資する税制措置
⑴中小法人に適用される軽減税率
の特例 15％を時限措置（平成
29年３月 31日まで）ではなく、
本則化する。なお、直ちに本則
化することが困難な場合は、適
用期限を延長する。また、昭和
56年以来、800 万円以下に据え
置かれている軽減税率の適用所
得金額を、少なくとも 1,600 万
円程度に引き上げる。
⑵租税特別措置については、税の
公平性・簡素化の観点から、政
策目的を達したものや適用件数
の少ないものは廃止を含めて整
理合理化を行う必要はあるが、
中小企業の技術革新など経済活
性化に資する措置は、以下のと
おり制度を拡充し、本則化すべ
きである。なお、中小企業投資
促進税制の適用期限が平成 29
年３月 31 日までとなっている
ことから、直ちに本則化するこ
とが困難な場合は、適用期限を
延長する。
①中小企業投資促進税制について
は、対象設備を拡充したうえ、
「中古設備」を含める。
②少額減価償却資産の取得価額の
損金算入の特例については、損
金算入額の上限（合計 300万円）
を撤廃する。
⑶中小法人課税について、適用さ
れる中小法人の範囲（現行資本

平 成 2 9 年 度 税 制 改 正 提 言
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租税教育事業

☆ストーリー☆
公園で不思議な妖精を助けた小学生の姉弟、マ
リンとヤマト。「何でも願いをかなえよう！」
大地の妖精コッピとクッピの言葉に 2人が考え
たことは・・・？毎日の暮らしのなかで「税」
がどのようなところで使われているのかを知り、
税の役割や必要性を学んでいく内容です。

藤枝税務署の
石原統括官の
ごあいさつ。

「夏休み親子税金教室」8/3
水

〜第15回〜

in 焼津文化会館
主催：女性部会　　参加者：大人20名　子ども31名

司会：望月副部会長

次のページ
に続く

スター
ト！

女性部会、
清水部会長の
開会あいさつ。

今日の講師は、
藤枝税務署の
赤根事務官。

… 最初に、租税教育ビデオ「マリンとヤマト不思議な日曜日」を観ました …
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租税教育事業

最後に、代表して今村莉子さんに
修了証書と参加賞（けんたグッズ）
を受け取ってもらいました。

帰りには、
恒例！キャンディの
つかみ取り。

たくさん取れたかな？

みんな真剣に聞き、メモを
取っています！

… さて、税金についての勉強です …

全法連テキスト
「クイズだゼイ！」

… 次に、税金クイズです。みんな答えが解るかな？ …

お疲れさま！よく頑張って勉強してくれました！

1億円のレプリカです。 1億円、持てるかな？
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平成29年NHK大河ドラマが「おんな城主　直虎」に決定！！

井伊家を滅亡の危機から救った“おんな城主”

井伊家の居城「井伊谷城」

井伊直虎（いいなおとら）って、どんな人？

「直虎」の名前は知っていても、その人物像や功績については、知らない人も多いと思います。
今回の特集では、直虎の一生や、彼女を支えた周囲の人物との関係など「直虎」を皆さんに知っ
ていただくため、その歩みや、周囲の人物との関係を紹介します。

現在の引佐協働センターや引佐図書館の北側にある「城山公園」。
直虎のころの井伊氏は、この丘陵の麓にあった居館と井伊谷城を本拠地としました。

「井伊直虎」という人物をご存じですか。
井伊直虎は、戦国時代、井伊谷（現・浜松市北区引佐町）を本拠地として栄えた井伊家の当
主を務め、優れた政治手腕によって、一族断絶の危機を救った人物。その名前から、勇まし
い戦国武将の姿を想像する人も多いと思いますが、井伊家22代当主（※1）井伊直盛の“一
人娘”、そう、実は女性なのです。
　※1 井伊氏の系図に諸説ありますが、ここでは22代とします。

特集
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直虎の誕生
平安時代から、井伊谷（現・浜松市北区引佐町井伊谷）を本拠地とし、この地域を領主として治めて
きた井伊氏。この井伊氏の22代当主・井伊直盛に、一人の娘が生まれました。この娘が、後に井伊
家を断絶の危機から救い、井伊直政（徳川家康を支え続け“徳川四天王”の一人とされた人物）の養
母となる、井伊直虎です。直盛には息子がいなかったため、自身のいとこの亀之丞（のちの井伊直親）
をこの一人娘の許嫁（結婚の約束をした相手）とし、井伊家の跡継ぎとするつもりでした。

亀之丞との別れ、そして出家
ところが、1544（天文13）年、亀之丞の父・井伊直満とその弟の直義が、井伊家を支配していた
今川氏に謀反の疑いをかけられて殺害されてしまいます。さらにわずか9歳の亀之丞も、命を狙われ、
身を隠すため命からがら信州（現在の長野県）へ。許嫁から引き離された直虎は出家(※2)し、井伊
家の菩提寺である龍潭寺の南渓和尚から「次郎法師」の名を与えられました。
　※2「出家」…俗世間を離れ、髪を切り落とし僧侶や尼となり、仏道の修業を行うこと。

亀之丞の帰郷と、跡継ぎ「虎松」の誕生
1555（弘治元）年、亀之丞が11年ぶりに井伊谷へ帰ってきました。しかし、出家していた次郎法師
は結婚することができません。亀之丞は次郎法師の父・直盛の養子となって「直親」と名乗り、井伊
家家臣・奥山朝利の娘と結婚。その後、待望の男児「虎松」（後の井伊直政）が誕生しました。

肉親や家臣たちの相次ぐ戦死
しかし、それと前後して、井伊家では、悲劇が立て続けに起こりました。1560（永禄3）年、今川
義元に従って尾張（現在の愛知県西部）へと出陣した直盛が、桶狭間の戦いで戦死。さらに、2年後
の1562（同5）年には、井伊家当主を継いでいた直親が、今川氏真から“徳川家康に味方をしている”
と疑われて殺害、さらに曾祖父直平や、多くの家臣たちが相次ぎ戦死…。こうして井伊家を継ぐ男子は、
わずか4歳の幼い虎松ただ一人となってしまいました。

女城主「井伊直虎」の誕生
1565（永禄8）年、次郎法師は、幼い虎松、そして井伊家を守るため、南渓和尚と相談し、大きな
決断をしました。「直虎」と名乗り、井伊谷城の城主となる決心を固めたのです。こうして“女城主”となっ
た直虎ですが、すぐに困難が待ち受けていました。今川氏真が、井伊谷周辺に徳政令(※3)を出した
のです。これを受け入れてしまったら、井伊家の家臣や領内の経済は混乱してしまいます。
※3「徳政令」…民衆を救うため、大名などが寺社や商人へ借金の帳消しを求めること。このときの

徳政令は、領内を混乱させることで井伊家の力を弱めることが目的であったといわれている。

領内を徳政令の混乱から救った直虎。しかし…。
直虎は、井伊領を守るため、この徳政令を2年間引き延ばすことを決断します。しかし、今川氏の圧
力に対抗しきれず、2年後、遂に徳政令が発布。直虎は城主の座から追われ、家老の小野但馬守が
井伊領を支配します。直虎は城を出て、母が暮らす龍潭寺へ身を寄せます。8歳の虎松は命を守るた
め鳳来寺へ預けられ、虎松の母は頭陀寺村（現・浜松市南区頭陀寺町）付近に拠点を持つ松下一族
の松下清景と再婚。こうして、井伊家の一族は離れ離れになりました。

特集
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直虎と井伊家ゆかりの人物
関係図
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虎松を徳川家康に合わせ、家臣に
直虎や南渓和尚たちは、井伊家を復活させるため、遠江の領有を安定させていた徳川家康に従うことを
決めました。1575（天正3）年、鳳来寺に預けていた虎松を連れ戻し、彼の母の再婚先である松下一
族のもとへ養子に入れました。そして、松下氏の力を借りて、浜松城にいた家康へのお目見え(※4)を
計画します。家康は、15歳の虎松を小姓(※5)として迎え入れ、万千代という名を与え、井伊谷に領地
を持つことを許しました。こうして、直虎は、井伊の家名を再興させることができたのです。
　※4「お目見え」…身分の高い人に会うこと。※5「小姓」…武家で主人の身の回りの世話をする少年

今なお、注目を集める直虎
井伊家断絶の危機を寸前で乗り切った直虎。家康の家来として、また井伊家を再興するために活躍する
万千代を見守りながら、1582（天正10）年8月26日、その生涯を閉じました。40数年の生涯だっ
たといわれています。井伊家歴代当主としては数えられていない直虎ですが、井伊家の歴史と戦国時代
の遠江を語る上で欠かすことのできない人物として、今なお注目されています。

特集
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井伊直虎の生涯
年　代 出　来　事

 誕生（生年月日、幼名等不明）。父は井伊直盛
1542（天文11） 祖父・直宗が戦死
1544（天文13） 大叔父の直満、直義が今川氏に殺害される。
1545（天文14） 許嫁・亀之丞が信州に身を隠す。

1555（弘治元） 亀之丞が信州から帰国。井伊家当主の養子となり、直親と名乗る。
家臣の娘と結婚。

1560（永禄3） 父・直盛が桶狭間の戦いで戦死。直親が井伊家当主を継ぐ。
1561（永禄4） 虎松（後の井伊直政）誕生。
1562（永禄5） 井伊直親、今川氏に殺害される。
1563（永禄6） 曾祖父・直平が今川氏の命で出陣するも急死。
1564（永禄7） 井伊谷城代・中野氏と新野氏が戦死。
1565（永禄8） 次郎法師、「直虎」を名乗り、領主に。4歳の虎松の後見人となる。
1566（永禄9） 今川氏から出された井伊領への徳政令を凍結する。

1568（永禄11）
今川氏真が発布した徳政令を直虎が同意。直虎の地頭職は廃止され、
家老小野但馬守が井伊領を支配。直虎は井伊谷城を出て、
虎松を鳳来寺へ預ける。徳川家康が井伊谷城を接収。

1572（元亀3） 仏坂の戦い、三方ヶ原の戦い

1575（天正3） 鳳来寺から帰還した虎松を、徳川家康に引き合わせる。
虎松が家康の家臣となり、万千代と名乗る。

1582（天正10） 直虎死去。
（写真・資料提供：浜松市）

特集

詳しくは焼津市歴史民俗資料館のホームページをご覧ください。

　直虎が後見した直政は戦場で【井伊の赤鬼】と恐れられた勇猛果
敢な人です。その直政の次男の直孝は焼津の中里で生まれています。
直政が東海道を通った折、岡部宿本陣に泊りました。そこで中里出身
の美しい娘が、身の廻りをお世話することなり、その娘を直政はたい
そう気にいりました。その娘の子供が直孝です。出産の時の産湯を汲
んだのが【井伊直孝産湯の井】として、焼津の中里で大切に伝えられ
ています。
　直孝は大変勇敢で戦術に優れ、大阪夏の陣では【井伊の赤牛】と
異名を誇りました。家康から絶大な信頼を得て彦根城主となり三代将
軍家光の後見人に指名され歴代の将軍から大きな信頼を得ていまし
た。譜代大名の中で最大の領土を与えられていたそうです。
　寛永6年（1629）、直孝は駿河の国益津郡（焼津市）の中里に若
宮八幡宮を建立しました。焼津市指定文化財【若宮八幡宮棟札】に書
かれています。ちょっと散歩のついでに訪れてみたらどうでしょう。

井伊直孝（直虎が後見人となった、井伊直政（虎松）の次男）の出生と「産湯の井」

井伊家と焼津の繋がり一口 MEMO

焼津市　井伊直孝 検索

史跡「井伊直孝産湯の井」
焼津市中里地内

敷地内に駐車場があります
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全法連・東海法連・静岡県連

　全国の法人会青年部会員約2,700名が一堂に会して、第30回全国青年の集いが旭川大雪アリーナにて、

税務当局、全法連役員ほか多数のご来賓出席のもと盛大に開催されました。

　大会式典では会員増強表彰と全国の青年部会で事業展開されている租税教育活動の表彰・プレゼンテー

ションが行われ、記念講演では「夢は、努力でかなえる」という演題でスキージャンプ選手兼任監督の葛西

紀明氏の講演会が行われました。

9 月 9 日　第 30 回全国青年の集い（北海道大会）

　会　場 / 旭川大雪アリーナ

　全国の法人会会員約2,000名が一堂に会して、第33回法人会全国大会(長崎大会)が、長崎ブリックホール

にて、国税庁迫田長官他多数のご来賓出席のもと盛大に開催されました。

　第１部では「地方が生き残るために」～長崎 その歴史 その魅力 その未来～という演題で、長崎総合科学

大学教授　ブライアン・バークガフニ氏による講演会が行われ、第2部の大会式典では、会員増強表彰をは

じめ各種表彰、次に平成29年度税制改正に関する提言の報告、そして青年部会による租税教育活動の報告

が行われました。

10 月 20 日　第 33 回法人会全国大会（長崎大会）

　会　場 / 長崎ブリックホール

写 真 る見で

法人会活動平成28年6月1日～10月18日
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写 真 る見で

6 月 1 日
（一社）静岡県法人会連合会
青年部会・女性部会
連絡協議会 第 4 回定時総会
　会　場 / 静岡グランドホテル
 中島屋

6 月 21日
 （一社）静岡県法人会連合会
第4回定時総会
　会　場 / ホテル
 センチュリー静岡

9 月 6 日
東海法人会連合会
第 28 回定時総会
　会　場 / 名鉄
 グランドホテル

8 月 29 日
（一社）静岡県法人会連合会
青年部会連絡協議会
第 26 回情報交換会
　会　場 / グランディエール・
 ブケトーカイ

10 月 7 日 
（一社）静岡県法人会連合会
女性部会連絡協議会
第 26 回情報交換会
　会　場 / グランディエール・
 ブケトーカイ
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6 月17 日　税務講習会
　テーマ 「ここが変わる！
 平成 28 年度税制改正」
　講　師 / 藤枝税務署
 法人課税第一部門
 上席国税調査官
 鈴木栄治 氏
　会　場 / 焼津文化会館

6 月 24 日　新設法人説明会
　講　師 / 藤枝税務署
 法人課税第一部門
 上席国税調査官
 鈴木栄治 氏
　会　場 / 焼津文化会館

8 月 19 日　実務講座
　テーマ 「メンタルヘルス対策
 　　　　　セミナー」 
　講　師 / 社会保険労務士
 安中　繁 氏
　会　場 / 焼津文化会館

7 月 13 日　営業セミナー
　テーマ 「プレゼン力向上
 　　　　セミナー」 
　講　師 / ㈱ナレッジステーション
 代表取締役
 伊藤誠一郎 氏
　会　場 / 焼津文化会館

9 月 2 日　弁護士講習会
　テーマ 「会社にまつわる思わぬ
 トラブル事例と対策」
　講　師 / 弁護士法人
 ライトハウス法律事務所
 代表弁護士
 青山雅幸 氏
　会　場 / 焼津文化会館

本 　 会

写 真 る見で
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10 月 18 日　税務講習会
　テーマ  「消費税改正に
　　　　　　　ついて　ほか」 
　講　師 / 藤枝税務署
 法人課税第一部門
 上席国税調査官
 　　鈴木栄治 氏
　会　場 / 焼津文化会館

9 月 7日　税務講習会
第 1 講座
　テーマ  「私たちの暮らしと税金」
　講　師 / 藤枝財務事務所
 所長 渡辺直巳 氏

第2講座
　テーマ  「平成28年度税制改正ほか」
　講　師 / 藤枝税務署 法人課税第一部門
 上席国税調査官 鈴木栄治 氏

　会　場 / 焼津文化会館

6 月14 日 税金教室
　テーマ 「夫婦と税金」
　講　師 / 藤枝税務署
 資産課税部門
 統括国税調査官
 山下　功 氏
　会　場 / 藤枝市文化センター

9 月 9 日～ 11 日　研修旅行
　「札幌・小樽方面視察」
　［視察先］
 • 白い恋人パーク
 • ニッカウヰスキー
　　　　　　余市蒸留所
 • 深川硝子工芸

青年部会

写 真 る見で



 
 
 

 

省略

お問い合わせ先：藤枝財務事務所　管理課（電話054-644-9121）

お問い合わせ先：藤枝財務事務所　課税課（電話054-644-9122）

財 務 事 務 所 だ よ り
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公益社団法人 藤枝法人会は
平成28年度・29年度
運営研究法人会に指定されました
　運営研究法人会指定とは、他の法人会の参考となる
ような内容を、活動内容を絞って研究し、活動2年目
（平成30年1月）に開催される「静岡県法人会運営研究
会」で発表することをいいます。今回指定を受けたのは、
一般社団法人伊豆下田法人会と当会の2法人会です。
　平成28年6月21日に行われた、静岡県法人会連合会
定時総会にて、当会の牧田会長に指定書が交付され、
今後は、理事会にて「実行委員会」設置の期間決定を
経て、発表に向けての具体的な準備、検討にかかりた
いと考えております。


